
ご存じですか？
火災保険を使って、屋根の修理を
　　　無料（0円）で行う方法があります!

http://housejoho.com/contact




http://housejoho.com/contact


お客様から感謝の声が届いています。 すぐに次ページをご覧ください。

火災保険で
家を無料でなおせます

こんな症状は今すぐご連絡　　　　　　　ください

個人で申請しても保険金はなかなかおりません。

http:housejoho.com/contact

本　社 神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-6  8階

お問い合わせ

e-mail

http://housejoho.com/URL

自腹の必要なし!

組合提携社
数1563

社

年間207
8件の信頼

と実績!

あなた 保険会社
保険金を払いたくない
会社の利益を上げたい

保険金で修繕したい！
家を守りたい！

スレート割れ 瓦浮き 漆喰剥がれ

雨樋破損1 雨樋破損2 カーポート破損

私たち専門家がパートナーとなって、
診断と保険申請のお手伝いをいたします！

保険には時効があります。時効を過ぎると保険金は１円もおりません。
早急に申請する必要があります。注 意

家屋調査機構家屋調査機構

ご相談窓口にアクセスしますので、
                            こちらをクリック！

http://housejoho.com/contact
http://housejoho.com/contact



